
■調査目的
笹川スポーツ財団では、国民のスポーツライフに関する定点観測として「スポーツ活動に関する全
国調査」「10代の運動・スポーツ活動に関する全国調査」を2年ごとに実施している。これらの調
査の過去10年間分のデータをまとめ、13のスポーツ種目について実施人口の推移を分析した。

文部科学省「スポーツ基本計画」では、『成人の週1回以上のスポーツ実
施率が3人に2人（65％程度）、週3回以上のスポーツ実施率が3人に1人
（30％程度）となること』を目標としている。この高い目標の背景には、週1
回以上のスポーツ実施率が 2000年の37.2％から2009年の45.3％へと
上昇したことがある。しかし今回分析した結果、週1回以上の実施率が伸
びているのはサッカーのみで、その他の種目では実施率は減少、または横
ばいであることが明らかとなった。スポーツ実施率上昇の背景には、健康
志向の高まりによるジョギング・ランニングなどの運動（エクササイズ）系種
目実施者の増加があり、こうした運動系種目の伸びに隠れて、競技系ス
ポーツ実施者の減少への対策が放置されているのではないだろうか。
（笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 研究員　武長 理栄）

2000年からの10年間の推移をみると、年１回以上の実施人口の増加がみ
られる種目は「サッカー」「バスケットボール」「バドミントン」「テニス（硬式）」
であり、週1回以上では「サッカー」「バスケットボール」である。年１回以上、
週１回以上ともに増加している種目は、「サッカー」と「バスケットボール」のみ
であり、特に「サッカー」の実施人口の増加は顕著である。
一方、実施人口の減少が激しい種目は「スキー」であり、年１回以上の実施
人口は10年間で半減している。また、「水泳」と「ソフトボール」も年１回以上、
週１回以上の実施人口の減少が、他の種目に比べて顕著である。

種目別にみる
スポーツ実施状況に関する研究
～「スポーツ活動に関する全国調査」の二次分析から～

（万人）

注）2010年調査における実施率（年1回以上）の上位順で表示
笹川スポーツ財団「スポーツ活動に関する全国調査」（2000～2010）より作成

定期的なスポーツ実施者が10年間で減少

研究レポート2

調査結果のポイント

調査結果をご覧いただきたい場合はホームページ、
もしくはお電話にてお問い合わせください。

〒107-6011
東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル イーストウィング11階

■調査結果、お問い合わせはこちら ホームページ www.ssf.or.jp 03-5545-3303電話
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笹川スポーツ財団（SSF）は、国民のスポーツライフの実態把握を定期的に行う
「スポーツ活動に関する全国調査」を1992年から隔年で実施する一方で、調査
結果やデータをもとに重点テーマを定め、スポーツ団体への助成事業やスポー
ツボランティア・リーダーの養成など、各種事業の実践に反映してまいりました。
今般、設立20年の節目を迎え、スポーツ振興に向けた各種基礎データの収集や
研究活動をさらに拡充し、日本のスポーツ政策のあり方を考えるスポーツ専門
のシンクタンクとしての活動を本格化させることになりました。研究調査部門を新
たに「スポーツ政策研究所」として刷新し、「スポーツ政策」「スポーツとまちづく
り」「子ども・青少年スポーツの振興」の3つの重点テーマのもと、スポーツ振興の
現場の実態に基づく研究調査を行っています。
調査や研究により収集・分析された結果は、国や自治体のスポーツ政策立案や
スポーツ振興組織の事業立案に活用いただきます。ここでは、研究レポートの一
部をご紹介していきます。

SSFは、スポーツ政策研究所による研究成果物や政策提言を、官民問わず多く
の方々に採用・実践していただくことを通じて、スポーツ・フォー・エブリワン社会
の実現に努めてまいります。
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実施頻度 2000年
（n=2,232）

2010年
（n=2,000）

ボウリング
年1回以上 1,960 1,381
週1回以上 111 36

ゴルフ（コース）
年1回以上 1,096 934
週1回以上 62 62

水泳
年1回以上 1,189 742
週1回以上 374 213

バドミントン
年1回以上 566 701
週1回以上 143 104

登山
年1回以上 592 509
週1回以上 22 10

サッカー
年1回以上 214 478
週1回以上 45 104

野球
年1回以上 597 467
週1回以上 147 119

卓球
年1回以上 624 462
週1回以上 94 67

スキー
年1回以上 846 420
週1回以上 13 0

テニス（硬式）
年1回以上 388 389
週1回以上 151 140

ソフトボール
年1回以上 530 343
週1回以上 76 52

バレーボール
年1回以上 423 327
週1回以上 169 145

バスケットボール
年1回以上 165 208
週1回以上 53 57

TOPICS

●開館日時／
月曜日～金曜日（土・日・祝は休館）10:00～16:00

スポーツ専門ライブラリ 学遊館
スポーツに関する書籍・雑誌・調査報告書・
学会誌などを収蔵しています。

優れた「人文・社会科学領域」の
研究を支援しています。

●助成実績はホームページをご覧ください。

笹川スポーツ研究助成

●実施日／2013年5月29日（水） 午前0時～午後9時
●申込み締切／2013年2月15日
笹川スポーツ財団 研究調査グループチャレンジデー担当
メール:cday@ssf.or.jp

住民参加型のスポーツイベント
チャレンジデー2013
実施自治体募集中
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都道府県のスポーツ関連予算（支出）は分野横断的に把握されておらず、
現状では過小に評価されている2
地方自治体には国の『体力つくり関係予算額調』に相当す
る、スポーツ関連政策・予算を分野横断的に把握できる資
料は存在しない。これは、スポーツ関連政策が様 な々部局に
よって進められているため、スポーツ関連予算データの集約
が困難であることを意味する。国による地方分権の推進、地

研究担当者
からのコメント

特別会計の統廃合などによって、
スポーツと関連が強い政策分野以外の予算把握が困難になっており、
『スポーツ庁』が省庁横断的組織として設置される可能性は低い1

わが国のスポーツ関連予算を省庁横断的に把握してきた
『体力つくり関係予算額調』であるが、近年の行財政改革
によりその役目を終えつつある。しかし、今後スポーツ庁の
設置を検討するならば、国土交通省・厚生労働省などの他
省庁が所管するスポーツ関連政策の予算・権限などを詳

研究担当者
からのコメント

調査結果のポイント

1 省庁横断型
省庁横断型とは、複数の省庁に存在するスポーツ関連の業務や権限をスポー
ツ庁に移管・集約したパターン（一部の業務は共管および連携）である。この形
態は消費者庁を参考にしている。消費者庁は効率的な運営に不可欠な法律
29本のみを所管し、「消費者行政の司令塔」としての役割を担っている。また、
省庁横断的に政策を実行するため、特定の省の外局ではなく内閣府の外局と
して設置されている。スポーツ庁を省庁横断型で設置する場合、各省庁との総
合調整を行う観点から、内閣府の外局として設置されるパターンが考えられる。

2 文部科学省外局型
文部科学省外局型とは、文部科学省スポーツ・青少年局を再編し、スポーツ庁
を文部科学省の外局として設置するパターンである。この形態は観光庁を参考
にしている。観光庁は国土交通省総合政策局の観光関連6課を再編して設置
された。観光庁の設置意義のひとつである「関係省庁に対する調整機能の強
化」もスポーツ庁設置の際には盛り込まれると考えられる。他省庁から大幅に業
務や権限等を移管・集約する必要がないため、「①省庁横断型」よりも実現は
比較的容易であろう。

他組織融合型とは、文部科学省スポーツ・青少年局を分離した上で、文化
庁・観光庁と融合させ内閣府の外局として設置するパターンである。この形
態は、韓国の文化体育観光部および日本の地方自治体を参考にしている。
韓国では1993年に文化部と体育青少年部が統合、1998年には観光業務
も統合され「文化観光部」となった。その後2008年に「文化体育観光部」と
名称変更している。近年の日本でも「観光文化スポーツ部」（秋田県）、「文化
観光スポーツ部」（沖縄県）など同様の動きがみられ、これらの部局は知事部
局などに設置されている。「文化・観光・スポーツ庁」が設置されれば、官邸や
内閣官房と結びつきが強い内閣府の外局として設置されると考えられる。

3 他組織融合型

消費者庁型 観光庁型

韓国型 ドイツ型
地域主権型とは、国がもつスポーツ政策の権限・予算を地方自治体（地方政
府）に移管したパターンである。この形態は、連邦国家であるドイツのスポーツ
行政体制を参考にしている。ドイツでは連邦内務省、州のスポーツ担当省、ド
イツオリンピックスポーツ連盟、州スポーツ連盟が連携してスポーツ政策を
担っている。このパターンの場合、まず国がスポーツ関連の権限・予算を地方
自治体（地方政府）に移管した上で、日本スポーツ振興センター、日本オリン
ピック委員会、日本体育協会、地方体育協会などが連携しスポーツ政策を担う
かたちが考えられる。ただし、現在の都道府県の規模がドイツにおける州ほど
大きくないため、道州制のような大幅な行政改革が伴うことになるであろう。

4 地域主権型

スポーツ庁の将来像

連携

文部科学省

スポーツ・青少年局
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■調査目的
地域主権改革が進む中で、スポーツ行政における権限・財源・人材等の定量的・定性的検証を
行うために、スポーツ庁（＝国が行うスポーツ行政）の役割と組織体制について検討するとともに
地方自治体のスポーツ行政の現状について基礎資料を作成することを目的とする。

スポーツ行政における
公共部門の役割に関する研究

研究レポート１

■調査概要
わが国のスポーツ政策の現状を把握するのは極めて難しい。国
のスポーツ関連予算は、文部科学省の予算に限らず、他省庁
の予算にも含まれる。これは地方自治体についても同様で、ス
ポーツ予算が複数の部局にまたがっており、その実態把握はこ
れまで十分になされていなかった。
そのため、本報告書では、国と地方の予算（支出）を省庁・部局
横断的に把握することに努めた。国のスポーツ予算を検証する
ために、『体力つくり関係予算額調』（体力つくり国民会議）を使

用した。その理由は、『体力つくり関係予算額調』には、文部科
学省に限らず、他省庁のスポーツ関連予算が掲載されており、
わが国のスポーツ予算の全体像を精査するためである。
地方のスポーツ関連予算（支出）については、目的別に把握で
きる公開されたデータがほとんど存在しないため、本報告書で
は、データ整備および公開が進んでいる岐阜県・長崎県・神奈
川県を対象に、スポーツ関連予算（支出）についてウェブサイト
等での公開資料に基づき調査した。

細に把握し、集約していくことが求められる。また、それがで
きなければスポーツ庁を設置する意義は薄れてしまう。国
が行うスポーツ関連行政の現状把握と整理を早急に行う
必要があるだろう。
（笹川スポーツ財団 スポーツ政策研究所 研究員　藤原 直幸）

方における厳しい財政運営、法律改正によるスポーツ行政
所管部署の移管などの状況の中で、スポーツに関係する予
算・権限を分野横断的に把握した上で、今後の地方スポー
ツのあり方を考える必要がある。
（PHP総研 政治経済研究センター 主任研究員　宮下 量久）


